
委託業務処理要領 
 

１ 業務概要 

 

（１）契約名 

令和５年度(2023年度)「ゼロカーボン北海道」に関する道民意識調査業務 

 

（２）本調査の目的 

２０５０年までに温室効果ガス実質排出量ゼロを目指す「ゼロカーボン北海道」の実現に向

けた取組を進めるため、道民の認知度や取組を把握し、各種施策に反映させることを目的と

して調査を実施する。 

 

２ 委託業務項目 

（１） 調査対象者の抽出業務 

（２） 調査票等の作成、印刷、発送業務 

（３） 調査票の回収・確認業務 

（４） 調査結果の集計・解析業務 

（５） 調査報告書作成業務 

（６） 回収済み調査票及び抽出名簿等の廃棄業務 

 

３ 各委託業務内容 

（１）調査対象者の抽出業務 

ア 調査地域： 北海道全域 

イ 調査対象： 道内に居住する満１８歳以上の個人 

ウ 標 本 数： １，０００以上 

エ 地 点 数： １００地点以上 

オ 抽出方法： 層化二段無作為抽出法（抽出原簿：住民基本台帳） 

 

（２）調査票等の作成、印刷、発送業務 

ア 調査票等の内訳 

   （ア）調査票Ａ４版冊子（８頁程度（Ａ３、２つ折り、中とじ）） 

設問については、別途指示する。 

   （イ）調査票回収用封筒 

長形３号 

     封筒は、受託者が準備し、返信宛先は受託者とする。 

     なお、回収方法等については、「（３）調査票の回収・確認業務」も参照のこと。 

   （ウ）お礼状兼調査票提出のお願い（はがき） 

      調査票提出のお礼と未提出者に対する調査票提出のお願いを兼ねたはがきを送付する。 

「北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課長名」で作成すること。 

文面については、別途指示する。 

 

イ 印刷について 

前項(ア)～（ウ）は、北海道に内容の承認を受けた後に印刷すること。 

 

ウ 発送について 

    （ア）調査対象者全員に、「調査票」「調査票回収用封筒」を同封し発送すること。 

    （イ）調査票等の発送に必要な封筒（角形２号）は北海道が提供するが、受託者において、

封筒に「ゼロカーボン北海道意識調査・調査票在中」など、記載すること。 

    （ウ）調査票等の発送は、メール便の利用を可能とする。ただし、調査対象者が転居した場

合に転居先に送達が可能なものとすること。 

    （エ）「お礼状兼調査票提出のお願い」は、「調査票」回収期限前に、調査対象者全員に送付

すること。 

 



（３）調査票の回収・確認業務 

ア 「調査票」の回収は、日本郵便株式会社の料金受取人払制度を利用し、当制度の申請は

受託者が実施すること。 

  イ 回収した調査票、データについて、集計上不備がないか確認し、必要に応じて北海道に報

告、指示を受けること。 

 

（４）調査結果の集計・解析 

   「調査票」の集計・解析は、設問項目ごとに実施すること。 

    ア 単純集計（有効回答数、有効回答数全体に占める割合） 

イ クロス集計 

     ウ グラフ化（各設問毎に最適なグラフを用いること） 

     エ 設問毎の解説は、全体、圏域別、人口規模別、性別、年代別、職種別、居住年数別とす

る。 

      詳細については、別途指示する。 

 

（５）調査報告書作成業務（成果品） 

   調査結果に関する報告書１部及び調査結果データを保存した DVD-R１枚を成果品として「調査

業務完了報告書」（別紙１）を添えて北海道に提出すること。 

（調査結果データ内訳） 

  ア 単純集計 （データ形式：Excel） 

イ クロス集計（データ形式：Excel） 

ウ データベース（データ形式：Excel） 

エ 報告書（各章毎、全体版）（データ形式：Excel、Word、PDF） 

  データ内容等の詳細については、別途指示する。 

 

（６）回収済み「調査票」及び抽出名簿等の廃棄業務 

   受託者は、回収済み「調査票」及び抽出名簿等は上記３（５）における成果品の引き渡し後

に北海道立ち会いの下で廃棄処分し、速やかに「廃棄業務完了報告書」（別紙２）及び「廃棄

処理証明書」を北海道に提出すること。 

 

 

４ その他 

 

（１）受託者は、契約締結後に北海道と打合せを行い、速やかに「業務処理計画書」を提出する

こと。 

    なお、「業務処理計画書」を変更する場合は、予め北海道と協議すること。 

 

（２）住民基本台帳閲覧に要する経費、調査票及びお礼状兼調査票提出のお願い（はがき）の発

送費、調査票の回収費用は受託者の負担とする。 

 

（３）受託者は、業務により知り得た個人情報の取り扱いについて、「個人情報取扱特記事 

項」（別紙３）を遵守すること。 

 

（４）受託者は、調査を進めるに当たって不明な点が生じたときは、北海道と協議を行い、  

調査の円滑かつ適切な実施に努めること。 

 

（５）北海道は、受託者に対し、必要に応じて調査状況等についての報告を求めることができる

ものとする。 


